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○ 真 岡 市 狭 あ い 道 路 の 整 備 及 び 管 理 に 関 す る 要 綱  

平 成 23年 ３ 月 25日  

告 示 第 24号  

改 正  平 成 26年 ６ 月 １ 日 告 示 第 92号  

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 告 示 第 58号  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 市 が 狭 あ い 道 路 に 接 す る 用 地 を 取 得 し 、 又

は 管 理 す る こ と に よ り 、 当 該 狭 あ い 道 路 を 拡 幅 整 備 し 、 も っ て

安 全 で 良 好 な 生 活 環 境 を 確 保 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ

れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

( 1 )  狭 あ い 道 路  建 築 基 準 法（ 昭 和 25年 法 律 第 20 1号 。以 下「 法 」

と い う 。 ） 第 42条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 道 路 を い う 。 

( 2 )  後 退 線  法 第 42条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 道 路 の 境 界 線 と み

な さ れ る 線 を い う 。  

( 3 )  後 退 用 地  狭 あ い 道 路 と そ れ に 接 す る 土 地 と の 境 界 線 と

後 退 線 と の 間 に あ る 土 地 を い う 。  

( 4 )  す み 切 り 用 地  狭 あ い 道 路 の 後 退 線 が 、他 の 狭 あ い 道 路 の

後 退 線 又 は 狭 あ い 道 路 以 外 の 幅 員 ４ メ ー ト ル 以 上 の 道 路 と 交

差 又 は 接 続 す る と こ ろ の 角 地 内 の 土 地 で 、当 該 角 地 の 隅 角 を は

さ む 二 辺 の 長 さ が 等 し く 成 る 点 を 結 ぶ 直 線 が ２ メ ー ト ル 以 上

と な る 線 と 当 該 二 辺 に よ っ て 囲 ま れ る 二 等 辺 三 角 形 の 土 地 を

い う 。   
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（ 事 前 協 議 ）  

第 ３ 条  建 築 主 （ 建 築 物 等 に 関 す る 工 事 の 請 負 契 約 の 注 文 者 又 は

請 負 契 約 に よ ら な い で 自 ら そ の 工 事 を す る 者 及 び そ の 建 築 物 の

土 地 を 所 有 す る 者 。 以 下 同 じ 。 ） は 、 狭 あ い 道 路 に 接 す る 敷 地

に 建 築 物 を 新 築 し 、 増 築 し 、 改 築 し 、 又 は 移 転 す る 行 為 を 行 お

う と す る 場 合 は 法 第 ６ 条 又 は 第 ６ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 建 築

物 の 確 認 申 請 を 行 う 前 に 、 狭 あ い 道 路 に 接 し て 門 、 塀 、 工 作 物

等 を 築 造 し よ う と す る 場 合 は 工 事 の 着 手 前 に 、 後 退 用 地 又 は す

み 切 り 用 地 （ 以 下 「 後 退 用 地 等 」 と い う 。 ） の 整 備 、 管 理 、 帰

属 そ の 他 の 事 項 に つ い て 、 あ ら か じ め 市 長 と 協 議 し な け れ ば な

ら な い 。  

２  前 項 の 協 議 の 申 出 は 、 同 一 の 土 地 利 用 形 態 ご と に 、 狭 あ い 道

路 後 退 に 係 る 事 前 協 議 申 請 書（ 別 記 様 式 第 １ 号 ）に 次 に 掲 げ る 書

類 を 添 付 し て 正 副 ２ 部 を 市 長 に 提 出 す る こ と に よ り 行 う も の と

す る 。  

( 1 )  案 内 図  

( 2 )  配 置 図  

( 3 )  公 図 の 写 し  

( 4 )  後 退 用 地 等 の 現 況 写 真  

( 5 )  後 退 用 地 等 を 市 に 寄 附 し よ う と す る 場 合 に あ っ て は 、後 退

用 地 寄 附 申 出 書 （ 別 記 様 式 第 ２ 号 ）  

( 6 )  後 退 用 地 等 の 市 に よ る 整 備 を 協 議 す る 場 合 に あ っ て は 、後

退 用 地 使 用 貸 借 承 諾 書 （ 別 記 様 式 第 ３ 号 ）  

( 7 )  後 退 用 地 等 の 機 能 保 全 （ 門 、 塀 、 工 作 物 等 の 築 造 及 び 植 栽
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を し な い こ と な ど に よ り 、道 路 と し て の 機 能 を 保 全 す る こ と を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 承 諾 す る 場 合 に あ っ て は 、後 退 用 地 等 機

能 保 全 誓 約 書 （ 別 記 様 式 第 ４ 号 ）  

( 8 )  そ の 他 市 長 が 必 要 と す る も の  

３  前 項 第 ５ 号 か ら 第 ７ 号 の 書 類 を 提 出 す る に 当 た り 、 建 築 主

と そ の 土 地 の 所 有 者 が 異 な る 場 合 に あ っ て は 、当 該 土 地 所 有 者

の 承 諾 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

（ 後 退 杭 等 の 設 置 ）  

第 ４ 条  前 条 第 １ 項 の 協 議 に お い て 、 後 退 用 地 等 の 寄 附 の 申 出 又

は 使 用 貸 借 若 し く は 機 能 保 の 承 諾 を し た 建 築 主 は 、 速 や か に 市

長 の 支 給 す る 後 退 杭 等 を 当 該 後 退 線 上 の 主 要 な 位 置 に 設 置 す る

も の と す る 。  

２  前 項 の 建 築 主 は 後 退 杭 等 の 設 置 を 完 了 し た と き は 、 後 退 線 に

つ い て 、 速 や か に 市 長 の 確 認 を 受 け る も の と す る 。  

（ 事 前 協 議 の 終 了 ）  

第 ４ 条 の ２  市 長 は 、 第 ３ 条 第 １ 項 の 協 議 が 終 了 し た と き は 、 狭

あ い 道 路 後 退 に 係 る 事 前 協 議 済 通 知 書 （ 別 記 様 式 第 ５ 号 ） に よ

り 、 建 築 主 等 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 後 退 用 地 等 の 寄 附 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 第 ３ 条 第 ２ 項 第 ５ 号 の 申 出 書 が 提 出 さ れ た 場 合

は 、 そ の 内 容 を 審 査 の 上 、 そ の 承 諾 又 は 不 承 諾 を 決 定 し 、 後 退

用 地 等 寄 附 承 諾 （ 不 承 諾 ） 通 知 書 （ 別 記 様 式 第 ６ 号 ） に よ り 、

当 該 建 築 主 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  建 築 主 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 寄 附 承 諾 の 通 知 を 受 領 し た と き
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は 、 後 退 用 地 等 の 分 筆 登 記 を 行 う と と も に 、 当 該 後 退 用 地 等 に

地 上 権 、 抵 当 権 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 権 利 が 設 定 さ れ て い る と

き は 、 こ れ ら を 抹 消 し た 後 に 、 別 に 定 め る 寄 附 申 込 書 に 必 要 書

類 を 添 え て 提 出 す る も の と す る 。  

３  市 長 は 、 前 項 の 寄 附 申 出 書 が 提 出 さ れ た と き は 、 後 退 用 地 等

の 所 有 権 移 転 登 記 の 手 続 を 行 う も の と し 、 後 退 用 地 等 を 寄 附 し

た 建 築 主 に 対 し 、 境 界 確 認 、 測 量 そ の 他 直 接 分 筆 登 記 に 係 る 費

用 に つ い て 、 別 表 に 定 め る 助 成 金 （ 以 下 「 助 成 金 」 と い う 。 ）

を 交 付 す る こ と が で き る 。  

４  市 長 は 、 所 有 権 の 移 転 の 登 記 に 係 る 後 退 用 地 等 に す み 切 り 用

地 が 含 ま れ る 場 合 は 、当 該 後 退 用 地 等 を 寄 附 し た 建 築 主 に 対 し 、

別 表 に 定 め る 報 奨 金 （ 以 下 「 報 奨 金 」 と い う 。 ） を 交 付 す る こ

と が で き る 。  

５  市 長 は 、 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 助 成 金 又 は 報 奨

金 （ 以 下 「 助 成 金 等 」 と い う 。 ） を 交 付 し な い 。  

( 1 )  建 築 行 為 に 関 す る 関 係 法 令 に 違 反 し て い る も の で あ る こ と 。 

( 2 )  都 市 計 画 法 (昭 和 43年 法 律 第 10 0号 )第 29条 に 規 定 す る 開 発 行

為 を 伴 う も の (一 戸 建 て の 専 用 住 宅 (自 己 用 )を 除 く 。 )で あ る こ

と 。  

( 3 )  後 退 用 地 等 が 土 地 区 画 整 理 法 （ 昭 和 29年 法 律 第 11 9号 ） 第 ２

条 第 １ 項 に 規 定 す る 土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行 地 区 内 に 存 す る も

の で あ る こ と 。  

( 4 )  営 利 を 目 的 と し て 法 人 が 行 う も の (市 長 が 特 に 認 め た も の を

除 く 。 )で あ る こ と 。  
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( 5 )  国 、 地 方 公 共 団 体 そ の 他 公 共 的 団 体 が 行 う も の で あ る こ と 。 

( 6 )  建 築 主 又 は 土 地 の 所 有 者 が 国 税 、県 税 又 は 市 税 を 滞 納 し て い

る 者 で あ る こ と 。  

（ 交 付 の 申 請 ）  

第 ６ 条  助 成 金 等 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 後 退 用 地 等 の 寄

附 に 伴 う 分 筆 登 記 等 の 費 用 に 係 る 助 成 金 等 交 付 申 請 書 （ 別 記 様

式 第 ７ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 交 付 の 決 定 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 前 条 に 規 定 す る 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、 速 や

か に 内 容 を 審 査 し 、 助 成 金 等 の 交 付 の 適 否 を 決 定 す る も の と す

る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 助 成 金 等 を 交 付 す る こ と と 決 定 し

た と き は 、 後 退 用 地 等 の 寄 附 に 伴 う 分 筆 登 記 等 の 費 用 に 係 る 助

成 金 等 交 付 決 定 通 知 書 別 記 様 式 第 ８ 号 ） に よ り 通 知 す る も の と

す る 。  

（ 申 請 内 容 の 変 更 等 ）  

第 ８ 条  前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 助 成 金 等 の 交 付 決 定 を 受 け た 者

（ 以 下 「 交 付 決 定 者 」 と い う 。 ） は 、 助 成 金 等 の 交 付 決 定 を 受

け た 後 、助 成 金 等 の 交 付 の 申 請 内 容 を 変 更 し よ う と す る と き は 、

後 退 用 地 等 の 寄 附 に 伴 う 分 筆 登 記 等 の 費 用 に 係 る 助 成 金 等 変 更

交 付 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 ９ 号 ） に 変 更 内 容 を 証 す る 書 類 を 添 え

て 市 長 に 提 出 し 、 そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 速 や か に 内 容

を 審 査 し 、 承 認 す る と き は 、 後 退 用 地 等 の 寄 附 に 伴 う 分 筆 登 記
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等 の 費 用 に 係 る 助 成 金 等 変 更 承 認 通 知 書 （ 別 記 様 式 第 10号 ） に

よ り 通 知 す る も の と す る 。  

（ 助 成 金 等 の 請 求 ）  

第 ９ 条  交 付 決 定 者 は 助 成 金 を 請 求 す る と き は 、 後 退 用 地 等 の 寄

附 に 伴 う 分 筆 登 記 等 の 費 用 に 係 る 助 成 金 交 付 請 求 書 （ 別 記 様 式

第 11号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  交 付 決 定 者 は 、 報 奨 金 を 請 求 す る と き は 、 後 退 用 地 等 の 寄 附

に 伴 う 分 筆 登 記 等 の 費 用 に 係 る 報 奨 金 交 付 請 求 書 （ 別 記 様 式 第

12号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 後 退 用 地 等 の 使 用 貸 借 ）  

第 10条  市 長 は 、 第 ３ 条 第 １ 項 の 協 議 に よ り 使 用 貸 借 の 承 諾 を 受

け た 後 退 用 地 等 に つ い て 、 建 築 主 と 整 備 方 法 及 び 整 備 時 期 を 協

議 の 上 、 原 則 と し て 当 該 狭 あ い 道 路 と 同 形 態 に 整 備 し 、 管 理 を

行 う も の と す る 。 た だ し 、 私 道 に 設 け ら れ る 後 退 用 地 等 に つ い

て は 、 こ の 限 り で は な い 。  

（ 準 用 規 定 ）  

第 11条  第 ４ 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 は 、 第 ３ 条 第 １ 項 の 協 議 以 外

の 理 由 に よ り 、 後 退 用 地 等 の 寄 附 の 申 出 又 は 後 退 用 地 等 の 使 用

承 諾 若 し く は 機 能 保 全 の 承 諾 を し よ う と す る 者 に つ い て 準 用 す

る 。  

（ そ の 他 ）  

第 12条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に

定 め る 。  

附  則  
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こ の 要 綱 は 、 平 成 23年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

改 正 文 （ 平 成 26年 告 示 第 92号 ） 抄  

平 成 26年 ６ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

 改 正 文 （ 令 和 ４ 年 告 示 第 58号 ） 抄  

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

別 表 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

内 容  金 額  

境 界 確 認 、 測 量 そ の 他 直 接 分

筆 登 記 に 係 る 助 成 金  

交 付 限 度 額 1件 に つ き 30 0 , 0 0 0円  

（ た だ し 、1, 0 0 0円 未 満 の 端 数 が あ

る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る 。 ）  

後 退 用 地 等 に す み 切 り が 含 ま

れ る 場 合 の 報 奨 金  

す み 切 り 1箇 所 に つ き 、市 街 化 区 域

に あ っ て は 、 30 , 0 0 0円  

市 街 化 調 整 区 域 に あ っ て は 、

20 , 0 0 0円  


